
令和７年 第６回松山市教育委員会 定例会 

 

（石川課長） 

 御起立をお願いします。 

 一同、礼。 

 御着席ください。 

 

（教育長） 

ただいまから、令和７年第６回松山市教育委員

会定例会を開会いたします。 

本日は、田中委員と河原委員が欠席されていま

すが、定足数は満たしております。 

本日の議事日程は、お手元に配布の日程表のと

おりであります。 

まず、本日の会議録署名人に西本委員を指名い

たします。 

ここでお知らせいたします。本市の教育委員会

では、松山市教育委員会会議規則に基づき、傍聴

人に限り入室を許可できることとしています。 

本日の定例会には、１人の傍聴を許可しており

ますので、御報告いたします。 

あわせて、カメラの撮影等も許可しております

ので、申し上げておきます。 

 傍聴人の方に申し上げます。教育委員会の傍

聴にあたっては、議案・報告等案件に対して賛成

あるいは反対の意見表示をしたり、会議の妨害と

なる行為をすることは禁じられております。規則

等に基づき非公開の議決があった時は、一時的に

退席していただきます。 

また、規則等に違反する場合は、退席を命ずる

ことがありますので、申し上げておきます。 

それでは、議事に移ります。 

日程第１ 議案第21号「松山市教育支援委員会

委員の退任及び委嘱について」を議題といたしま

す。 

茅田学校教育課長から説明を求めます。 

 

（茅田課長） 

 学校教育課の茅田です。よろしくお願いしま

す。 

資料の１ページをお願いします。 

議案第21号「松山市教育支援委員会委員の退任

及び委嘱について」御説明いたします。 

教育支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、

教育支援を必要とする幼児、児童及び生徒につい

て、医学、心理学、教育等の見地から調査審議

し、教育支援に必要な助言を行っています。 

委員20名のうち、７名が令和７年６月９日に任

期満了になることから、新たに７名を委嘱すると

ともに、１名の委員について、任期中に辞任の申

し出があったことから、松山市教育支援委員会条

例第４条の規定により、議案として提出するもの

です。 

２ページをお願いします。 

任期満了に伴い委嘱を行う方は、上段の①の表

のとおりとなっており、５名が再任、２名が新任

となっています。 

また、退任に伴い委嘱を行う方は、下段の②の

表のとおりで、１名が新任となっています。 

８名ともに、幼児、児童、生徒に対する特別支

援教育などに関する専門の知識・経験が豊富であ

ることから、教育支援委員会の委員として適任で

あると考えております。 

なお、任期につきましては、任期満了による再

任及び新任となる７名は、令和７年６月10日から

令和９年６月９日までの２年間となり、前任者の

辞任に伴い就任する１名は、令和７年６月３日か

ら、前任者の残任期間となる令和８年６月９日と

なります。 

以上で説明を終わります。御審議のほど、よろ

しくお願いします。 

 

（教育長） 

以上で説明は終わりました。 

この件に関し、何か御意見等はございません

か。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

 特に意見等もないようですから採決いたしま

す。 

議案第21号「松山市教育支援委員会委員の退任

及び委嘱について」原案どおり決定することにつ

いて御異議ございませんか。 

 

（一同） 

 なし 

 



 

（教育長） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第21号は原案どおり決定いたしま

した。 

次に、日程第２ 議案第22号「学校評議員の委

嘱について」を議題といたします。 

茅田学校教育課長から説明を求めます。 

 

（茅田課長） 

学校教育課茅田です。 

それでは、資料５ページをお願いします。 

議案第22号「学校評議員の委嘱について」御説

明いたします。 

学校評議員制度は、地域社会に開かれた学校づ

くりを一層推進していくために設けられたもので

あり、この度令和７年４月30日に任期満了となっ

たことから、改選を行い委嘱するため、松山市立

幼稚園管理規則第17条第３項及び、松山市立学校

管理規則第15条第３項の規定により議案として提

出するものです。 

なお、今回各小中学校、幼稚園から推薦された

学校評議員は合計611名で、その任期は令和７年

５月14日から令和８年４月30日までです。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

 

（教育長） 

以上で説明は終わりました。 

この件に関し、何か御意見等はございません

か。 

 

（緒方委員） 

 学校評議員についてお尋ねいたします。 

何校か学校評議員を委嘱しない学校があるよう

に見受けられますが、これはどういうことでしょ

うか。 

 

（茅田課長） 

松山市立学校管理規則第15条で、学校には学校

評議員を置くことができることとしています。今

年度より学校運営協議会を設置する学校は、学校

評議委員会を置くかどうか各学校で判断しており

ます。学校運営協議会と学校評議委員会で協議す

る内容が重なることが見込まれておりますので、

今年度学校運営協議会を設置する学校は、学校評

議委員会を設置していないということになりま

す。 

 

（教育長） 

他に御意見等はございませんでしょうか。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

意見等もないようですから採決いたします。 

議案第22号「学校評議員の委嘱について」を原

案どおり決定することについて御異議ございませ

んか。 

 

（一同） 

なし 

 

（教育長） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第22号は原案どおり決定いたしま

した。 

次に、日程第３ 議案第23号「学校運営協議会

委員の任命について」を議題といたします。 

茅田学校教育課長から説明を求めます。 

 

（茅田課長） 

資料19ページをお願いします。 

議案第23号「学校運営協議会委員の任命につい

て」御説明いたします。 

学校運営協議会制度は、地域とともにある学校

づくりを推進していくために設けられたものであ

り、この度、本市の小中学校６校に制度を導入

し、委員を任命するため松山市学校運営協議会規

則第４条第１項の規定により議案として提出する

ものです。 

なお、今回関係小中学校から推薦された学校運

営協議会委員は合計49名で、その任期は令和７年

５月19日から令和８年４月30日までです。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

 

（教育長） 

以上で説明は終わりました。 



この件に関し、何か御意見等はございません

か。 

 

（緒方委員） 

 学校運営協議会について教えていただきたいと

思います。 

学校評議員制度の時には、学校評議員の「長」

は特にいなかったと思いますが、学校運営協議会

を設けると「会」という名前がついていますか

ら、「会長」というものが置かれるのではないか

と思いますが、そのあたりがどうなっているか教

えてください。 

 

（茅田課長） 

 松山市立学校運営協議会規則で、会長と副会長

を委員の互選により決定することとしておりまし

て、各学校の第１回運営協議会で選任されるもの

と思います。 

 

(緒方委員) 

 学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スク

ールを今後進めていくと思いますが、コーディネ

ーターというものが大きな役割を果たしてくるも

のと思います。 

先ほどの学校評議員のところを見てみますと、

その中にも職名でＣＳコーディネーターとか地域

学校コーディネーターとか言ったように、コーデ

ィネーターという名前がついて、これはコミュニ

ティ・スクールを進めていく上でのコーディネー

ターと重なる部分があるのではないかと思います

けれども、このような名前がついているコーディ

ネーターと、今後、文科省型コミュニティ・スク

ールを進めていくコーディネーターとの違いを教

えてください。 

 

（毛利課長） 

 学校評議員の中に出てくるＣＳコーディネータ

ーとか様々な名前があったと思いますが、これら

につきましては、コーディネーター的な役割をボ

ランティアとしてやってもらっている方をそうい

った名前にしているものです。 

地域学校協働本部のコーディネーター、まつや

ま型コミュニティ・スクールの中で行っていただ

いているコーディネーターは、地域学校コーディ

ネーターという名称となっております。 

 

（教育長） 

 こういったコーディネーターと呼ばれる方が、

今後各学校のコミュニティ・スクールができたと

きに、学校単位の地域の懸け橋となっていく可能

性のある人材と理解したのでよろしいですね。 

 

（毛利課長） 

 はい。 

 

（教育長） 

 他に御意見等ございませんでしょうか。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

ないようですから採決いたします。 

議案第23号「学校運営協議会委員の任命につい

て」を原案どおり決定することについて御異議ご

ざいませんか。 

 

（一同） 

異議なし。 

 

（教育長） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第23号は原案どおり決定いたしま

した。 

次に、日程第４ 議案第24号「公民館運営審議

会委員の退任及び委嘱について」を議題といたし

ます。 

毛利地域学習振興課長から説明を求めます。 

 

（毛利課長） 

地域学習振興課です。よろしくお願いします。

お手元の資料22ページをお願いします。 

議案第24号「公民館運営審議会委員の退任及び

委嘱について」御説明いたします。 

公民館運営審議会委員は、社会教育法第30条及

び松山市公民館条例第３条と松山市公民館運営内

規により公民館長の意見を聞いて、教育委員会が

委嘱することとなっています。 

今回、公民館運営審議会委員のうち46名が退任

し、新たに68名を委嘱するものです。 



退任される方は、人事異動や各種団体の役員改

選等により、辞任願が提出されたものです。 

また、委嘱を予定している方は、先ほどの退任

者及び既に退任された委員の後任の方であり、任

期は令和７年５月14日から令和９年３月31日まで

です。 

以上で説明を終わります。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

以上で説明は終わりました。 

この件に関し、何か御意見等はございません

か。 

 

（一同） 

なし 

 

（教育長） 

特に意見等もないようですから採決いたしま

す。 

議案第24号「公民館運営審議会委員の退任及び

委嘱について」を原案どおり決定することについ

て御異議ございませんか。 

 

（一同） 

なし 

 

（教育長） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第24号は原案どおり決定いたしま

した。 

次に、日程第５ 議案第25号「松山市青少年育

成支援委員の委嘱について」を議題といたしま

す。 

越智教育支援センター事務所長から説明を求め

ます。 

 

（越智所長） 

教育支援センター事務所の越智です。よろしく

お願いいたします。 

資料28ページをお願いします。 

議案第25号「松山市青少年育成支援委員の委嘱

について」御説明いたします。 

青少年の非行防止及び健全育成の推進を目的

に、市内各地域で巡回活動などを行う松山市青少

年育成支援委員は、松山市教育支援センター条例 

施行規則第４条の規定により、教育委員会が委嘱

しています。 

 今回、３月末の任期満了に伴い、各小中学校の

生徒指導主事及び市内の商店等の関係者を新たに

委嘱するものです。 

資料29ページから31ページにお示ししておりま

すとおり、小学校54名、中学校30名と、市内の商

店関係者13名の合計97名を委嘱するものです。 

なお、任期は、令和７年５月14日から令和９年

３月31日までです。 

以上で説明をおわります。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

以上で説明は終わりました。 

この件に関し、何か御意見等はございません

か。 

 

（一同） 

なし 

 

（教育長） 

意見等もないようですから採決いたします。 

議案第25号「松山市青少年育成支援委員の委嘱

について」を原案どおり決定することについて御

異議ございませんか。 

 

（一同） 

異議なし。 

 

（教育長） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第25号は原案どおり決定いたしま

した。 

次に、日程第６ 議案第26号「松山市立子規記

念博物館協議会委員の任命について」を議題とい

たします。 

中津子規記念博物館次長から説明を求めます。 

 

（中津次長） 

 子規記念博物館の中津でございます。よろしく

お願いします。 

資料33ページをお願いいたします。  

議案第26号「松山市立子規記念博物館協議会委



員の任命について」御説明いたします。  

博物館協議会は、博物館の運営に関し、館の諮

問に応じるとともに、館に対して意見を述べる機

関として、博物館法で規定されており、松山市立

子規記念博物館条例でも設置を定めています。  

現在の博物館協議会の８名の委員は、令和７年

６月30日をもって任期満了となり、そのうち３名

は、任期が10年以上となるため退任されます。 

そこで、お手元の資料の中、１の氏名等の表に

ございますように、今泉志奈子氏をはじめ５名の

再任と合わせ、佐藤栄作氏、吉田広氏、大石茜氏

の３名を新たに選任し、計８名の委員を任命しよ

うとするものでございます。 

新たに選任する委員のうち、佐藤氏は松山坊っ

ちゃん会会長として、漱石文学の研究に取り組ま

れています。吉田氏は、愛媛大学ミュージアムの

教授として、博物館の運営等について見識を持た

れています。最後に、大石氏は、松山大学人文学

部社会学科の准教授として歴史社会学等の研究に

取り組まれています。 

なお、任期は、令和７年７月１日から令和９年

６月30日までの２年間です。  

以上で説明を終わります。  

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

以上で説明は終わりました。 

この件に関し、何か御意見等はございませんで

しょうか。 

（一同） 

なし。 

 

（教育長） 

特に意見等もないようですから採決いたしま

す。 

議案第26号「松山市立子規記念博物館協議会委

員の委嘱について」を原案どおり決定することに

ついて御異議ございませんか。 

 

（一同） 

なし 

 

（教育長） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第26号は原案どおり決定いたしま

した。 

次に、日程第７ 報告第３号「松山市奨学生選

考委員会委員の任命について」を議題といたしま

す。 

石川教育総務課長から説明を求めます。 

 

（石川課長） 

 教育総務課の石川です。よろしくお願いしま

す。 

 配布資料の35ページをお願いいたします。 

報告第３号「松山市奨学生選考委員会委員の任

命について」御説明いたします。 

本件は、松山市奨学生選考委員会委員の任期満

了による改選であり、去る３月25日の教育委員会

臨時会で委員８名中７名につきましては、既に御

承認いただいております。 

今回は、後日任命予定となっておりました残り

の１名につきまして愛媛県高等学校長協会会長の

沖田浩史氏を教育長の専決により委員として任命

したことから、御報告するものです。 

なお、任期につきましては、令和７年５月10日

から令和９年５月９日までの２年間となります。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

以上で説明は終わりました。 

この件に関し、何か御意見等はございません

か。 

 

（一同） 

なし。 

 

（教育長） 

 それでは、報告第３号「松山市奨学生選考委員

会委員の任命について」御異議ございませんか。 

 

（一同） 

 なし 

 

（教育長） 

 御異議なしと認めます。 

次に、日程第８ 報告第４号「学校医の退任に

ついて」を議題といたします。 

中村保健体育課長から説明を求めます。 



 

（中村課長） 

 保健体育課中村です。 

報告第４号「学校医の退任について」御報告い

たします。 

37ページをお願いいたします。 

味生小学校の学校医である佐々木憲二氏は、令

和７年４月23日に御逝去されました。このことに

伴いまして、教育長の専決により退任の手続きを

行いましたので、松山市教育委員会事務委任規則

第２条第２項の規定に基づき御報告するもので

す。 

なお、後任の学校医については、現在松山市医

師会に御推薦いただくよう依頼しているところで

す。 

また、当面の間、同氏が担当されていた児童の

健康診断等については、同校に配置されている他

の２名の内科の学校医の方に対応をお願いしてい

ます。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

以上で説明は終わりました。 

この件に関し、何か御意見等はございませんで

しょうか。 

 

（一同） 

なし 

 

（教育長） 

 それでは、報告第４号「学校医の退任につい

て」御異議ございませんか。 

 

（一同） 

なし 

 

（教育長） 

 御異議なしと認めます。 

 

 次に、日程第９ 報告第５号「公民館運営審議

会委員の退任及び委嘱について」を議題といたし

ます。 

毛利地域学習振興課長から説明を求めます。 

 

（毛利課長） 

 地域学習振興課です。よろしくお願いします。 

 お手元の資料39ページをお願いします。 

報告第５号「公民館運営審議会委員の退任及び

委嘱について」御説明いたします。 

公民館運営審議会委員は、社会教育法第30条及

び松山市公民館条例第３条と松山市公民館運営内

規により公民館長の意見を聞いて、教育委員会が

委嘱することとなっています。 

 今回、久米公民館運営審議会委員のうち１名が

退任し、新たに11名を委嘱するものです。 

退任される方は、団体の役員改選により４月

30日付で辞任願が提出されたものです。 

また、就任される方は、先ほどの退任者の後任

及び既に退任された委員の後任及び再任の方であ

り、任期は、令和７年５月１日から令和９年３月

31日までです。 

令和７年５月12日に久米公民館運営審議会を開

催することから、新たに就任する者が速やかに活

動を開始できるよう急施を要するため、教育長の

専決により処理しましたので、御報告申し上げま

す。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

以上で説明は終わりました。 

この件に関し、何か御意見等はございませんで

しょうか。 

（一同） 

なし。 

 

（教育長） 

 それでは、報告第５号「公民館運営審議会委員

の退任及び委嘱について」御異議ございません

か。 

 

（一同） 

なし 

 

（教育長） 

 御異議なしと認めます。 

次に、日程第10 報告第６号「松山市青少年育

成支援委員の退任及び委嘱について」を議題とい

たします。 



越智教育支援センター事務所長から説明を求め

ます。 

 

（越智所長） 

 教育支援センター事務所の越智です。 

お手元の資料41ページから43ページをお願いし

ます。 

報告第６号「松山市青少年育成支援委員の退任

及び委嘱について」御説明いたします。 

松山市青少年育成支援委員は、松山市教育支援

センター条例施行規則第４条の規定により、教育

委員会が委嘱しています。 

 今回、湯山校区の門田省一様が御逝去により、

三津浜校区の山内一典様及び寺田太郎様が、一身

上の都合により退任されました。後任者は、現在

校区にて検討中です。 

また、５月から校外補導を実施するため、５月

１日付けで、高等学校及び中等教育学校等の98名

を委嘱しました。 

松山市教育委員会事務委任規則第２条第２項の

規定により、教育長の専決により処理しましたの

で、御報告申し上げます。 

 なお、先ほどの議案第25号で御説明いたしまし

た委員を含め、今年度の支援委員は466名とな

り、任期は令和９年３月31日まででございます。 

以上で報告を終わります。 

 

（教育長） 

以上で説明は終わりました。 

この件に関し、何か御意見等はございません

か。 

 

（一同） 

なし。 

 

（教育長） 

それでは、報告第６号「松山市青少年育成支援

委員の退任及び委嘱について」御異議ございませ

んか。 

 

（一同） 

なし 

 

（教育長） 

 御異議なしと認めます。 

本日予定の日程は以上となりますが、委員の皆

様から何か御意見や御質問などはございません

か。 

 

（一同） 

なし 

 

（教育長） 

それでは、特に御質問等ないようでございます

ので、以上をもちまして、本日予定の日程は終了

いたします。 

これを持ちまして、令和７年第６回定例会を閉

会いたします。 

 

（石川課長） 

御起立をお願いします。 

一同、礼。 

 


